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議案第 ３２号

川口市監査委員に関する条例の一部を改正する条例

川口市監査委員に関する条例（平成５年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。

第８条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改め

る。

附 則

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３３号

川口市行政組織条例の一部を改正する条例

川口市行政組織条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第２条危機管理部の事務分掌に次の１号を加える。

(4) 交通安全に関すること。

第２条市民生活部の事務分掌中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第

８号とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３４号

川口市交通安全対策協議会条例の一部を改正する条例

川口市交通安全対策協議会条例（昭和５３年条例第５０号）の一部を次のように

改正する。

第１０条中「市民生活部」を「危機管理部」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３５号

川口市行政手続条例の一部を改正する条例

川口市行政手続条例（平成１１年条例第８号）の一部を次のように改正する。

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当

該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を

当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段

を削り、同条に次の１項を加える。

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第

１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を

記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」

という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に

掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。

この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該

通知がその者に到達したものとみなす。

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」

を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」

を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第

３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号

」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「

第１５条第４項後段」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市行政手続条例（以下「新条例」という。）第１
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５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第２２条第３項若しくは第２９条

又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以

後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例によ

る。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３６号

川口市職員定数条例の一部を改正する条例

川口市職員定数条例（昭和４５年条例第６号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号中「５８９人」を「６０９人」に改め、同項第８号中「６１

０人」を「６１６人」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３７号

川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例

川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項に次の１号を加える。

(12) 地方税共同機構

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３８号

川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例

川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第

９号）の一部を次のように改正する。

別表中

「
国民健康・栄養調査員 日額 ８，０００円 を

」

「
国民健康・栄養調査員 日額 ８，０００円

に
墓地等財務状況調査専門委員 調査１件につき１２，０００円

」

改め、同表幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の学校医の項中「２７６，０００

円」を「２８９，８００円」に、「４８，０００円」を「５０，４００円」に改め、

同表幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の学校歯科医の項中「２７６，０００円

」を「２８９，８００円」に改め、同表幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の学

校薬剤師の項中「２１６，０００円」を「２２６，８００円」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定（

「
国民健康・栄養調査員 日額 ８，０００円 を

」

「
国民健康・栄養調査員 日額 ８，０００円

に
墓地等財務状況調査専門委員 調査１件につき１２，０００円

」

改める部分に限る。）は、同年１０月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ３９号

川口市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例

第１条 川口市保健衛生関係事務手数料条例（平成２９年条例第５５号）の一部を

次のように改正する。

第１７条第８号中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」に改める。

第２条 川口市保健衛生関係事務手数料条例の一部を次のように改正する。

第１７条第８号中「第１４条第１３項」を「第１４条第１４項」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は令和８年５月１日から、第２条の規定は医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（

令和７年法律第３７号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４０号

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例

第５８号）の一部を次のように改正する。

第２６条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、

同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５条の２の８に規定

するこども家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワーカー」

という。）の資格を有する者

第２７条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

(5) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４１号

川口市重度要介護高齢者福祉手当支給条例の一部を改正する条例

川口市重度要介護高齢者福祉手当支給条例（平成１５年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（令和８年１０月から令和９年９月までの月分の手当の支給要件の特例）

５ 令和８年１０月から令和９年９月までの月分の手当の支給に係る第２条第２号

の規定の適用については、同号中「算定されている者」とあるのは、「算定され

ている者（同条例附則第１２条の規定により令和８年度分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による市町村民税が課されている者とみなされて同年

度の保険料率が算定される者又はこれに相当する者として市長が認める者を含む。

）」とする。

附 則

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４２号

川口市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例

川口市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１４年条例第２７号）の一部を

次のように改正する。

第３条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 市長は、前項各号に掲げる書類により証明する事項を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

第９条第２項第１号中「墓地」の次に「又は納骨堂」を加える。

第１０条第１項第１号ウ中「公益財団法人」の次に「で、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（平成１８年法津第４８号）の規定により登記された主たる

事務所を５年以上市内に有するもの」を加え、同項中第７号を第８号とし、第２号

から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 墓地等を経営しようとする者が前号イ又はウに掲げる者である場合にあって

は、次のいずれにも該当しないこと。

ア 法第１９条の規定により経営許可を取り消され、その取消しの日から５年

を経過しない者

イ 法第２２条（法第２１条第１号（法第３条、第４条及び第５条第１項に係

る部分に限る。）に係る部分を除く。）の規定により罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過し

ない者

第１０条第２項中「前項第５号及び第６号」を「前項第６号及び第７号」に改め、

同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 市長は、経営許可の申請があった場合において必要があると認めるときは、墓

地等を経営しようとする者が第１項第３号に掲げる基準に適合しているかどうか

について、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第１３条第１項中「速やかに」を「当該工事が完了した日から１４日以内に」に

改める。

第１５条中「又は納骨堂若しくは火葬場の施設の拡張（墓地の面積若しくは」を

「の面積の５０パーセント以上若しくは２，０００平方メートル以上の拡張、」に、
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「を５０パーセント以上拡張し、」を「の５０パーセント以上の拡張」に、「を拡

張しようとする場合に限る。）」を「の拡張」に、「者に」を「ものに」に改める。

第１６条第２項中「速やかに」を「当該変更のあった日から３０日以内に」に改

める。

第１７条中「速やかに」を「当該許可があったものとみなされた日から３０日以

内に」に改める。

第２３条を第２４条とし、第１９条から第２２条までを１条ずつ繰り下げ、第１

８条の次に次の１条を加える。

（名義貸しの禁止）

第１９条 墓地等の経営者は、自己の名義をもって、他人に墓地等の経営を行わせ

てはならない。

別表第２納骨堂の項第１号に次のただし書を加える。

ただし、納骨堂を墓地の区域内に設置する場合であって、公衆衛生その他公共

の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

別表第２納骨堂の項第４号に次のただし書を加える。

ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の

納骨装置については、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市墓地等の経営の許可等に関する条例（以下「新

条例」という。）第１０条（川口市墓地等の経営の許可等に関する条例第１４条

第４項において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日（以下「

施行日」という。）以後にされる経営許可又は変更許可の申請に係る許可を行う

場合について適用し、施行日前にされた経営許可又は変更許可の申請に係る許可

の基準については、なお従前の例による。

３ 新条例第９条及び前項の規定にかかわらず、施行日以後にされる経営許可又は

変更許可の申請であって、施行日前にこの条例による改正前の川口市墓地等の経
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営の許可等に関する条例（以下「旧条例」という。）第３条（旧条例第１５条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による協議が行われているものの当該申請

に係る許可の手続及び基準については、なお従前の例による。

４ 新条例第１５条の規定は、施行日以後に変更許可の申請をする場合について適

用し、施行日前に変更許可の申請をした場合については、なお従前の例による。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４３号

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納

付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号

）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て

支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において

負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

第２条第２項ただし書中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に改め、

同条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同項ただし書中「２４

０，０００円」を「２６０，０００円」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（２項世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項

に規定する１８歳以上被保険者をいう。）につき算定した１８歳以上被保険者均

等割額を加算した額とする。

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

」を「法」に改める。

第４条中「２８，０００円」を「４４，０００円」に改める。

第５条中「１００分の２．５」を「１００分の２．７８」に改める。

第６条中「９，０００円」を「１６，０００円」に改める。

第７条中「１００分の１．３」を「１００分の２．３６」に改める。

第８条中「１３，０００円」を「１７，０００円」に改め、同条の次に次の２条

を加える。
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（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額）

第８条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．２７を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額）

第８条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，５０

０円とする。

第２２条第１項中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に、「２４０，

０００円」を「２６０，０００円」に、「及び同条第４項本文」を「、同条第４項

本文」に改め、「１７０，０００円）」の次に「及び同条第５項の子ども・子育て

支援納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号ア中「

１９，６００円」を「３０，８００円」に改め、同号イ中「６，３００円」を「１

１，２００円」に改め、同号ウ中「９，１００円」を「１１，９００円」に改め、

同号に次のように加える。

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について １，０５０円

第２２条第１項第２号ア中「１４，０００円」を「２２，０００円」に改め、同

号イ中「４，５００円」を「８，０００円」に改め、同号ウ中「６，５００円」を

「８，５００円」に改め、同号に次のように加える。

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ７５０円

第２２条第１項第３号ア中「５，６００円」を「８，８００円」に改め、同号イ

中「１，８００円」を「３，２００円」に改め、同号ウ中「２，６００円」を「３，

４００円」に改め、同号に次のように加える。

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ３００円

第２２条第２項第１号ア中「４，２００円」を「６，６００円」に改め、同号イ

中「７，０００円」を「１１，０００円」に改め、同号ウ中「１１，２００円」を

「１７，６００円」に改め、同号エ中「１４，０００円」を「２２，０００円」に
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改め、同項第２号ア中「１，３５０円」を「２，４００円」に改め、同号イ中「２，

２５０円」を「４，０００円」に改め、同号ウ中「３，６００円」を「６，４００

円」に改め、同号エ中「４，５００円」を「８，０００円」に改め、同項に次の１

号を加える。

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 未就学児１人について、次のアからエまでに掲げる世帯の区分に応

じ、当該アからエまでに定める額

ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２２５円

イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ３７５円

ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ６００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７５０円

第２２条第３項に次の２号を加える。

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第８条の２の規定により算定した所得割額に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の３の規定により算定した被保

険者均等割額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

附則第２項中「及び」」を「、介護保険法」」に、「並びに」を「、介護保険法

」と、「及び」とあるのは「並びに」に改める。

附則第４項、第５項及び第７項から第１４項までの規定中「第７条」の次に「、

第８条の２」を加える。

附則に次の１項を加える。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の特例）

２１ 当分の間、第８条の３に規定する被保険者均等割額には、第２条第５項の１

８歳以上被保険者均等割額を含むものとする。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４４号

川口市介護保険条例の一部を改正する条例

川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号ア中「この項」を「この条及び第１２条第１項」に改める。

附則に次の２条を加える。

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に住所

を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日に

おいて市内に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基

本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次

条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得（所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得をいう。以下

同じ。）が含まれている者（同年中の給与等（同項に規定する給与等をいう。以

下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である者に

限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条（第６号ア、第

７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号

ア、第１４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）及び第１２条

第１項の規定の適用については、第４条第６号ア中「租税特別措置法」とあるの

は、「当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給

与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額を加えた額によるものと

し、租税特別措置法」とする。

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満

である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）及び

第１２条第１項の規定の適用については、第４条第６号ア中「租税特別措置法」
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とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につ

いては、同条第２項の規定によって計算した金額に１００，０００円を加えた額

によるものとし、租税特別措置法」とする。

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２

号ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。

）及び第１２条第１項の規定の適用については、第４条第６号ア中「租税特別措

置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５０，０００円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額

から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律

第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措

置法」とする。

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての

世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる

者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年

度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有す

るもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されて
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いる者とみなされた者を含む。）

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得

た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控

除して得た額が１００，０００円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，

０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額か

ら当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律

第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「旧所得税

法別表第５」という。）の給与等の金額として、旧所得税法別表第５により

当該金額に応じて求めた旧所得税法別表第５の給与所得控除後の給与等の金

額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）第２４条第２

項に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、川口市税条例第２４条第２項に規定する金額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以下である場合
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ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，

０００円未満であり、かつ、川口市税条例第２４条第２項に規定する金額か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を旧所得税法別表第５の給与

等の金額として、旧所得税法別表第５により当該金額に応じて求めた旧所得

税法別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して

得た額以下である場合

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条の規定

の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保

険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４５号

川口市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６３号）の一部を次の

ように改正する。

第１１条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。

附 則

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４６号

川口市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例

川口市立幼稚園保育料徴収条例（昭和３１年条例第７号）の一部を次のように改

正する。

附則第４項中「附則第９条第１項に規定する教育・保育給付認定子ども」を「第

２７条第１項に規定する教育認定子ども」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４７号

川口市奨学資金条例の一部を改正する条例

川口市奨学資金条例（平成２５年条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「又は専門課程」を「若しくは専門課程又は専攻科」に改める。

第５条の表大学の項中「短期大学及び」を「短期大学並びに」に改め、「専門課

程」の次に「及び専攻科」を加える。

第２１条中「前項」を「前条」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４８号

川口市火災予防条例の一部を改正する条例

川口市火災予防条例（昭和３７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室

に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サ

ウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同

じ。）」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備

」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。

（簡易サウナ設備）

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント

型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウ

ナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱

設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱

源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらな

ければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃

性の物品から火災予防上安全な距離として離隔距離に関する基準により得られ

る距離以上の距離を保つこと。

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断するこ

とができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サ

ウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで及び第１７号から第

１８号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１

項の規定を準用する。

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を

加える。

第４４条第６号の次に次の１号を加える。
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(6) の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。

附 則

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ４９号

鳩ヶ谷市の編入に伴い失効する鳩ヶ谷都市計画下水道事業受益者負担に関す

る条例の規定により賦課された受益者負担金に係る経過措置に関する条例を

廃止する条例

鳩ヶ谷市の編入に伴い失効する鳩ヶ谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条

例の規定により賦課された受益者負担金に係る経過措置に関する条例（平成２３年

条例第１２７号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５０号

財産の処分について

次のとおり財産を処分するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 土地

２ 所 在 地 川口市並木１丁目２８５番１

３ 面 積 １５，１８６．５１平方メートル

４ 処分予定価格 ２，４３６，０００，０００円

５ 処分の相手方 東京都中央区日本橋室町１丁目１番８号

大栄不動産株式会社

代表取締役 小 林 義 信

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５１号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５２号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

さいたま市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５３号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金及び母子福祉資金償還金に係る支払督促の申立てについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次の

とおり議決を求める。

１ 相手方

東京都品川区在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金及び母子福祉資金について、返還を求める電話や

催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権

等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを

行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息並びに母子福祉

資金償還金及びこれに係る違約金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金及び母子福祉資金償還金を完納する旨の

申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。
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(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５４号

訴えの提起について

一般被保険者返納金、放課後児童クラブ利用料、学校給食費及び保育所給食費に

係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金、放課後児童クラブ利用料、学校給食費及び

保育所給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三の催告に応じ

なかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、

支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金並びに放課後児童クラブ利用料、学校給食

費及び保育所給食費並びにこれらに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金、放課後児童クラブ利用料、学校給食費及

び保育所給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場

合は、和解するものとする。
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(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５５号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｅ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５６号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｆ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都葛飾区在住 Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５８号

訴えの提起について

母子福祉資金償還金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｈ氏

Ｉ氏

２ 事件の内容

上記の者は、母子福祉資金について、返還を求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し母子福祉資金償還金及びこれに係る違約金の支払いを求めるも

の

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から母子福祉資金償還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ５９号

訴えの提起について

児童扶養手当返還金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

さいたま市在住 Ｊ氏

２ 事件の内容

上記の者は、児童扶養手当返還金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し児童扶養手当返還金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から児童扶養手当返還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６０号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｋ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６１号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｌ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６２号

訴えの提起について

住宅使用料の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

蕨市在住 Ｍ氏

東京都足立区在住 Ｎ氏

２ 事件の内容

上記の者は、住宅使用料について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し住宅使用料及びこれに係る延滞金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から住宅使用料を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６３号

訴えの提起について

一般被保険者返納金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

神奈川県三浦市在住 Ｏ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６４号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

長野県上伊那郡宮田村在住 Ｐ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求める

もの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６５号

包括外部監査契約の締結について

次のとおり包括外部監査契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の３６第１項の規定により議決を求める。

記

１ 契 約 の 目 的 包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契 約 の 始 期 令和８年４月１日

３ 契 約 の 金 額 １３，２３２，０００円を上限とする額

４ 契約の相手方 埼玉県さいたま市南区別所７丁目６番８－２８０５号

公認会計士 柴 田 英 樹

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６６号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行領家字前5番18地先 大字安行領家字前5番16地先 5.0 127.3 ①

第175-5号線

安 行
大字安行原字小清水2479番1地先 大 字 安 行 領 家 字 前 1 番 2 地 先 4.0 96.7 ②

第175-6号線

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６７号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根
大字東内野字前町303番1地先 大字東内野字前町307番地先 1.8 52.2 ①

第 2 9 8 号 線

神 根
大字東内野字前町348番1地先 大字東内野字前町314番地先 0.9 23.3 ②

第 3 0 3 号 線

令和８年２月２４日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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